
◎「筑西市第４次地域福祉計画（素案）取り組み内容確認シート」（第４次計画の施策に位置付ける取り組みについて）
基本目標１　福祉意識を醸成する仕組みづくり

１　意識啓発・教育

No 取り組み
計画書
ページ 公助の取組 担当課 令和２年度の主な取り組み状況

職員研修
人事課
総務課

　挨拶を接遇の基本と位置づけ、職員
研修において挨拶の重要性を伝えた。
併せて、服務規律の確保として市民
サービス憲章に基づき挨拶の励行を徹
底した。

接遇研修等であいさつの大切さを伝えた。ま
た、市民サービス憲章に「一挨一拶」を掲
げ、あいさつに対する意識向上を図った。

あいさつの重要性の認識が低い
職員に対して、重要性を再認識
してもらう必要があると感じ
る。

B
研修の充実、積極的な声掛けに
より、より良いコミュニケー
ションを図る。

充実

社会を明るくする運動 社会福祉課

　犯罪や非行のない、安全で安心な暮
らしを目指す「第74回社会を明るくす
る運動」の強化月間に、下館駅前で街
頭キャンペーンを実施した。
また、実施にあたり警察や更生保護団
体、周辺地域の中学校・高等学校の学
生等と協力し啓発グッズを配布し、罪
を犯した人達の立ち直りを支える取組
みの推進と犯罪や非行の防止を呼びか
けた。

令和6年7月2日（火）の早朝にキャンペーン
実施

　例年実施してる社会を明るくする運動の駅
前での広報活動は、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止とした。
(代わりに市内中学生に啓発グッズを配布する
ことで、社会を明るくする運動の広報活動を
実施した）

　社会を明るくする運動の推進
とともに、学生や各関係機関が
一緒に参加することで、人と人
とのつながりを築くきっかけづ
くりとして必要な事業であり、
今後も継続する必要がある。感
染症流行時においては啓発グッ
ズ配付などが難しいため、活動
方法の検討も必要である。

C

　「社会を明るくする運動」の
広報活動や、「あいさつ運動」
を展開して、人と人とのつなが
りを改めて築くきっかけづくり
を行っていく。

維持

虹色ネットワーク、小中
一貫教育事業

指導課
学務課

　茨城県教育委員会が推進している
「さわやかマナーアップキャンペー
ン」と連携し、各学校にて、朝の登校
時に校門等にてあいさつ運動を実施し
た。
　また、あいさつ運動は、地域の青少
年育成団体等の方と協力し実施した。

コロナウイルスの影響により、あいさつ運動
の一部中止や、大声でのあいさつは困難と
なったが、感染防止を徹底することにより、
あいさつ運動を実施した。

コロナ禍でも、あいさつ運動が
活発に行いやすい設定を工夫す
る。

B

地域の方々と児童生徒のつなが
りを深めていくためにも、小中
間や地域の方と交流できるあい
さつ運動を工夫し実施してい
く。

維持

あいさつ・声かけ運動 生涯学習課

　いばらき教育の日（11月）にあいさ
つ運動・声かけ運動街頭キャンペーン
をJR下館駅北口・南口で実施した。
青少年育成筑西市民の会の各支部が各
小中学校区などの単位において、小中
学校校門前で立哨などのあいさつ声か
け運動を実施した。

いばらき教育の日（１１月）あいさつ運動・
声かけ運動街頭キャンペーンについては、新
型コロナウイルスの影響により中止とした
が、青少年育成筑西市民の会の各支部や各小
中学校区などの単位において、あいさつ声か
け運動を実施した。（小中学校校門前にて立
哨など）

昨今の青少年の地域とのつなが
りの希薄化が懸念されている中
で、事業を継続していくことが
望ましいと考える。

C

引き続き、青少年育成筑西市民
の会をはじめとする各団体等と
の連携を密にし、事業を継続し
ていく。

維持

2 「地域福祉」の考え方の普及 38 地域福祉計画 社会福祉課
　地域づくり・福祉活動の参画促進の
ため「地域福祉計画の概要」ついて、
出前講座を行った。

地域づくり・福祉活動の参画促進のため、出
前講座のメニューに「（25）地域福祉計画の
あらまし」というメニューを設け、周知に務
めた。

　講演会の開催は第三次計画で
初めて取り組むことになったも
ので、開催方法や周知方法等に
ついて検討を進めていたが、実
施ができなかった。講演会等に
より、直接市民に伝えること
は、地域福祉の考え方の普及に
効果的と考えられるので、継続
して取り組む必要がある。

C

市ホームページを更新すること
で、市民の情報収集が円滑にで
きるように改善し、地域福祉の
考え方の普及に努める。

充実

地域福祉計画 社会福祉課
　市ホームページに「筑西市第４次地
域福祉計画」を公表し周知を図った。

市ホームページに筑西市第３次地域福祉計画
を公表して周知した。

　地域福祉計画を公表すること
により、理念の普及に努めた
が、さらに多くの市民に周知
し、理解を得るための広報・周
知方法を検討することも必要が
ある。

C

　市ホームページを更新するこ
とで、市民の情報収集が円滑に
できるように改善し、ノーマラ
イゼーションの理念の普及に努
める。

維持

障害者福祉計画 障がい福祉課
　令和5年度に策定した「第7期障害者
福祉計画」に基づき、関係機関と連携
を図り計画の推進に努めた。

障害者に対する理解・啓発の促進 第5期障害者福祉計画策定
障害者に対する理解・啓発の推
進

A
障害者への理解を促進するため
研修や講座等への参加を図る。

維持

高齢者福祉計画 高齢福祉課

「第9期高齢者福祉計画」に基づき、
地域包括ケアシステムの構築及び深化
に向けた取組みを実施し、ノーマライ
ゼーション理念の普及に努めた。

「第7期高齢者福祉計画」を基に、各種事業を
展開し、ノーマライゼーション理念の普及を
図った。

高齢者の単独世帯や夫婦のみの
世帯の増加が見込まれる中、、
介護が必要な状態や認知症に
なっても、できるかぎり住み慣
れた地域で安心して暮らし続け
ることができる包括的な支援体
制の整備が必要となる。

B

各種事業等への積極的な参加を
促し、世代を超えたふれあいや
支え合い体制の構築を図り、
「地域包括ケアシステム」を推
進する。

維持

社会を明るくする運動、
薬物乱用防止教室、非行
防止教室等

社会福祉課

　保護司等が、7月の「社会を明るく
する運動」強調月間に街頭キャンペー
ンや広報活動を実施し、犯罪や非行の
防止を呼びかけを行った。
　また、更生保護女性会等が、市内小
中学生に薬物・たばこの害や健康への
影響について、薬物乱用防止教室を
行った。

　社会を明るくする運動について、例年実施
しているあいさつ運動や薬物乱用防止教室、
非行防止教室は新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため実施できなかったが、啓発グッ
ズを市内中学生に配付することで、犯罪の防
止や立ち直りを支える地域づくりを推進し
た。

　社会を明るくする運動につい
ては、更生保護女性会、保護司
会の尽力により、街頭キャン
ペーンのほか多くの小中学校で
薬物乱用防止教室、非行防止教
室を開催している。福祉教育の
充実のため、コロナ禍の中で今
後も工夫して取り組む必要があ
る。

B

　「社会を明るくする運動」の
広報活動や、あいさつ運動や薬
物乱用防止教室、非行防止教室
を展開して、人と人とのつなが
りを改めて築くきっかけづくり
を行っていく。

維持

1 「あいさつ運動」の実施 38

3 「ノーマライゼーション」の理念の普及 38

4 福祉教育の充実  38

備考
（事業想定内容など）

（参考）令和２年度取り組み状況についての回答

次期計画に向けた課題 今後の方向性
令和６年度取り組み内容



社会参加支援サービス、
手話普及、特別支援学校
との交流会等

障がい福祉課

　事業所等の関係機関や団体と連携を
図り、社会参加の推進に努めた。
　市民に対して手話体験教室、手話奉
仕員養成講座等の開催や広報紙に今月
の手話を掲載した。
　令和6年9月23日（月）「手話言語の
国際デー」にイルブリランテでブルー
ライトアップを開催した。

令和10年には手話言語条例制定10周年とな
るため、記念事業を考えている。

コロナ感染により特別支援学校が休校とな
り、放課後等デイサービスの利用を可能とし
た。

共生社会の豊かな暮らしはだれ
もがスポーツや文化活動に親し
むことができる環境の整備をつ
くることが課題である。

A

・障害への理解を深めるため施
設や事業所等の関係機関や団体
との連携により、保育・幼児教
育、学校教育の中で一貫した福
祉教育の推進。
・小中学校地域において特別支
援学校との交流会を実施するこ
とにより、障害について理解を
促し、思いやりと助け合いの心
を育てる交流教育に努める。

維持

認知症サポーター養成講
座

高齢福祉課

　小中学校及び高等学校等に通知を送
付し、「認知症サポーター養成講座」
の受講を依頼、市内の小学校1学年と
高等専修学校1学年に、養成講座を実
施した。

小・中学生向けの「認知症サポーター養成講
座」については、新型コロナウイルス感染症
の影響により開催ができなかった。
感染対策を考慮して実施できるよう、少人数
やオンライン向け講座の開催を検討した。

新型コロナウイルス感染症の影
響により、認知症サポーター養
成講座の開催の自粛が多い。感
染症予防を考慮して開催できる
よう、少人数向けの設定やオン
ラインでの対応も含め、開催方
法の充実を図る必要がある。

B

認知症サポーター養成講座を通
して、子どもの頃から福祉体験
や認知症の方への対応を学ぶこ
とで地域福祉への理解と関心を
高めていく。

充実

各団体との情報交換、交
流会等

こども課

　子育ての援助をしたい人と援助を受
けたい人が、会員となり相互援助をす
るための組織であるファミリーサポー
トセンターに支援をいている。
　提供会員登録数：75人・依頼会員登
録数：274人・両方会員登録数：15
人・合計364人
　活動件数：71件・研修会：7回

コロナウイルスの影響で交流会等をオンライ
ン開催に切り替えたり、イベントの募集人数
を減らす等感染症対策をきちんと行った。

核家族化等により、孤立してし
まう子育て親子が増える中で、
子どもの健全育成のために世代
間の交流が必要だが、団体の会
員の高齢化が進んでおり、地域
の人材発掘が課題。

A

ＳＮＳ等を駆使して若い世代の
保護者にイベント情報を発信し
ていくとともに、地域の子育て
に参加していただける高齢者の
人材の確保に取り組んで行く。

充実

ボランティア体験事業、
学校福祉体験等

社会福祉協議会

　小中学校の児童生徒に、手話、点
字、朗読、車いす、アイマスク、イン
スタントシニア、筆談タブレットなど
の福祉体験を実施し、福祉教育に努め
た。参加：20校930人
小学生とその保護者対象に「小学生福
祉サマースクール」を2回実施。
1回目：車いす体験：10組24名参加
　東日本盲導犬協会見学（盲導犬とア
イマスク体験）
2回目：避難所体験：7組18名参加
（講話、炊き出し、三角巾を活用した
包帯法、新聞紙を活用したスリッパ作
り等）
　中高生以上対象に、車いすバスケッ
トボール体験を実施し、高校生5名参
加（講師：シッティングスポーツ協
会）

小中学校の児童生徒に対して、手話体験、点
字体験、朗読体験、車いす体験、アイマスク
体験、インスタントシニア体験、タブレット
体験などの福祉体験を１１件行い、福祉教育
に努めた。
小学生対象の小学生福祉サマースクール、中
高生対象の学生福祉サマーセミナー2020はコ
ロナウイルスの影響で中止する。

コロナウイルスの感染防止策を
行い、事業実施に努める。

B
児童・生徒のボランティア活動
普及事業協力校会議の際に、学
校福祉体験の情報提供を行う。

維持

No 事業
計画書
ページ 位置付ける事業案 担当課 令和２年度の主な取り組み状況

福祉センター等、子ども
食堂

社会福祉課

　子どもが安心できる地域の居場所づ
くり及び子育てを支援するため、こど
も食堂に係る事業を実施する団体に対
し、活動費として、補助金の交付をし
た。(3団体)

居場所づくり、通いの場づくりへの支援事
業
福祉センター等での活動なし

地域活動支援センター事
業

障がい福祉課
　障がい者に社会活動の場を提供し
た。

支援の場の確保(事業委託）

地域介護予防活動支援事
業、生活支援体制整備事
業

高齢福祉課

　介護予防を目的とした教室や講座等
の取組みを展開し、高齢者の交流の場
の確保に努めた。高齢者の生活支援体
制の整備を推進するため、各地区に協
議体を設置し、協議体の活動を通じて
地域づくりに努めた。

地域介護予防活動支援事業は、平成26年の
法改正を経て介護予防普及啓発事業へ移
行。

地域子育て支援拠点事業 母子保健課

　ホームページや赤ちゃん訪問等で事
業のPRを行い、子育て相談や情報提
供、親子同士の交流を実施し、孤立し
ない子育てを支援している。

子育て支援拠点事業を社会福祉協議会に委
託

生涯学習推進事業 生涯学習課

　生涯学習推進事業として、生涯学習
センター、地域交流センター、各コ
ミュニティセンターで開催する講座の
参加者を対象に、ポイントを付与し、
初回50ポイントで賞状、100ポイント
毎に記念品を送付した。
令和6年の利用者は、131人

　生涯学習推進事業として、生涯学習セン
ター、地域交流センター、各地区公民館で開
催する講座に参加した方を対象に、ポイント
を付与し、初回50ポイントで賞状、100ポイン
ト毎に記念品を送付。令和2年度は62名の利用
があった。新型コロナウイルス感染症の影響
により講座が休講になったので利用者が減少
した。

受講者の年齢層高いので若い世
代が興味をもつような講座の内
容の検討が必要であると考えら
れる。

B

　生涯学習センター、地域交流
センター、各地区公民館におい
て、広域住民の教養、文化及び
生活の向上を図るため、年間を
通して、市民ニーズに対応した
講座を開催し、併せて交流の拠
点としての場所や設備の提供支
援に努める。

維持

（参考）令和２年度取り組み状況についての回答

4 福祉教育の充実  38

２　地域の交流の促進 備考
（事業想定内容など） 次期計画に向けた課題 今後の方向性

生涯学習・趣味活動の充実 41

5 地域づくりに向けた支援 41

6

令和６年度取り組み内容



地域交流センター、公民
館

地域交流センター

　市民の学習意欲の向上と社会参加意
欲の高揚を目的にカルチャー講座（60
講座）を開催し、継続的な自主活動へ
のきっかけづくりを進めた。

令和6年度に公民館からコミュニティセン
ターへ体制が移行

コロナウィルス感染症が流行したため、出入
口に消毒液を設置、使用した机・イス等の消
毒、マスク着用で来館するなど感染予防対策
を実施した。

コロナウィルス感染症は今後も
収束が見えないため、引き続き
の感染予防策を講じる必要性が
ある。

B

コロナウィルス感染症予防対策
を講じながら、利用者が安心・
安全に使用できる場所の提供を
促していく。

維持

自治会 広報広聴課
　自治会の加入促進のチラシを437自
治会に配布した。

地域活動への積極的な参加を促すため、自
治会加入促進チラシを計画通りに配布する
ことができた。

　筑西市自治会連合会への補助金交付を通
し、13支部への活動費助成を行った。
　自治会加入啓発のポケットティッシュにつ
いては、効果が薄いとの意見から見送った。

自治会加入促進について、ポ
ケットティッシュによる啓発に
代わるものを考える必要があ
る。

B
自治会加入率の減少を止める方
法を検討していく。

維持

市民の会、子ども会 生涯学習課

　市民の会：子ども達が伸び伸びとた
くましく生活できるような教育環境の
整備を図るため「少年の主張大会」や
「家庭の日ポスター作品展」を実施
し、各支部等において、それぞれ特色
ある青少年健全育成事業の取り組みを
行った。
　子ども会：児童憲章の精神にのっと
り、地域住民の理解と協力を得て児童
生徒の健全育成をはかるための事業を
実施した。リーダー研修会、指導者研
修会の他、各支部で特色ある子ども会
活動を行った。

基本目標２　地域活動を促進する体制づくり

No 事業
計画書
ページ 位置付ける事業案 担当課 令和２年度の主な取り組み状況

自治会 広報広聴課 - 自治会が行う見守り活動

包括連携協定の締結 市民協働課
　地域の見守り活動は日本郵便株式会
社と市民協働課で、R3.5月から包括連
携協定を締結し推進している。

　地域の見守り活動の推進につながる包括
連携協定の締結によって、「市、関係機
関、地域関係者や、民間事業者の協働によ
り、見守りが必要な人の支援体制の整備を
推進」することに寄与しているこどから位
置付けた。
※日本郵便株式会社との包括連携協定

民生委員児童委員 社会福祉課
　活動の一環として、地域の障がい者
や高齢者などの見守り活動を実施して
いる。

地域の見守り活動

障害者地域自立支援協議
会、相談支援事業所

障がい福祉課

　相談支援事業所の相談員によるモニ
タリング実施状況の確認を行い、状況
に応じ事業所に対し指導を行ってい
る。

令和元年度と同じ
相談支援事業所の相談員による
モニタリングの実施により、今
後も見守りを図っていく。

A

障害者一人ひとりの情報を共有
しながら地域内の福祉・医療・
保健。教育・労働等に関係する
機関や事業者と連携しやすい体
制を推進していく。

維持

高齢者見守り・SOSネッ
トワーク事業

高齢福祉課

　認知症高齢者等SOSネットワーク登
録者情報の管理、及び協力機関の増加
に向けた取組みを実施した。警察署や
地域包括支援センターとの連携によ
り、認知症高齢者への対応や情報共有
に努めた。

高齢者見守り・SOSネットワーク事業は、令
和4年度に認知症総合支援事業の一部に位置
付けている。

日頃から見守りが必要な高齢者を地域社会全
体で見守る「高齢者見守り・SOSネットワーク
事業」の構築に向けて、筑西警察署、地域包
括支援センター、民生委員児童委員、自治会
連合会及び市高齢者クラブ連合会と協議を
行った。
新型コロナウイルス感染症の影響により、関
係機関・協力団体が一堂に会する全体会議を
開催することができなかったため、各機関・
団体との個別協議に留まった。
結果として、高齢者等SOSネットワーク事業実
施要綱を制定し、認知症などで徘徊のおそれ
ある高齢者等の見守り体制を整備した。

・見守り等支援が必要な高齢者
の把握
・個人情報の提供に関する高齢
者本人の同意
・市、民生委員児童委員及び自
治会の協力連携体制の再構築
・自治会は任意の団体であるた
め、見守りが必要な高齢者の個
人情報の提供に制約があり、ど
の程度まで情報を共有すべきか
判断に苦慮する。

C

市、関係機関、民生委員児童委
員及び自治会などの地域の関係
者が連携し、見守りが必要な高
齢者の実態把握と情報共有に努
めるとともに、緊急時に対応す
るための連絡体制について協議
を行い、協力連携体制を再構築
する。
また、認知症高齢者等の見守り
体制については、民間事業者の
募集を行い、地域力を活用した
見守り体制の充実を図る。

充実

放課後児童対策事業 こども課

　保護者が仕事等により、昼間家庭に
いない小学校に就学している児童に対
し、授業終了後等に適切な遊びの場及
び生活の場を提供することにより、児
童の健全育成の支援を行った。
実施場所：学校13ヶ所、認定こども園
13ヶ所、保育園1ヶ所、団体１ヶ所、
計28ヶ所

　放課後児童対策事業：保護者が仕事等によ
り、昼間家庭にいない小学校に就学している
児童に対し、授業の終了後等に小学校の余暇
教室、保育所等を利用して遊び及び生活の場
の促進を図り、児童の健全育成の支援を行っ
た。実施場所、学校11ヶ所、保育所14ヶ所、
幼稚園1ヶ所、計26ヶ所
コロナウイルスの影響で小学校の休校や分散
登校の際に朝からの開所等を行った。

預入れ希望者が増えていること
により、受入れ枠の確保が課
題。
学校休校や分散登校の際に朝か
ら開所等を行うことになるが、
支援員の確保や感染対策が課
題。

A
受入れ枠を整備し、保護者の
ニーズに答えていく。

充実

地域子ども安全ボラン
ティア

生涯学習課

　青少年相談員は、青少年の健全育成
と非行防止のため、街頭指導等の活動
を実施している。青少年相談員数：
122人
　随時、地域子ども安全ボランティア
の登録を受付をし、児童生徒の登下校
中の時間帯に見守りやあいさつ声かけ
運動を実施している。　登録人数：
3,337人

　随時、地域子ども安全ボランティアの登録
を受付し、児童生徒の登下校中の時間帯に見
守り及びあいさつ声かけ運動を実施。
　登録人数：3,677人

登録人員と活動人員に乖離があ
り、令和元年度に調査をした
が、意思確認できていない方が
いるので継続的調査が必要。

C
往復はがきにより継続的に意思
確認を実施する。

維持

44

１　地域での支え合い活動の推進 備考
（事業想定内容など）

生涯学習・趣味活動の充実 416

（参考）令和２年度取り組み状況についての回答

次期計画に向けた課題 今後の方向性

7 自治会等の活性化 41

8 地域の見守り活動の推進

令和６年度取り組み内容



9 民生委員児童委員活動の推進 44 民生委員児童委員 社会福祉課

　出前講座や情報交換を民生委員児童
委員が積極的に行った。
協議会運営の支援と委員の育成に努
め、「民生委員活動強化月間」にあわ
せ広報紙で民生委員活動を紹介する記
事を掲載し周知を図った。

　コロナ禍において、従来のような定例会や
訪問等の活動が実施できない中、感染症対策
について情報共有を行うなど、各民生委員児
童委員活動の支援を行った。また、広報紙
「ピープル」５月１５日号に「民生委員・児
童委員にお気軽にご相談ください」を掲載
し、民生委員の活動について周知を図った。

　年１回の全体研修会のほか、
出前講座の紹介や情報提供など
を行い、定例会の充実、活動強
化に努めている。
　民生委員児童委員の活動内容
や自分の地域の民生委員児童委
員が誰か知らない人も少なくな
いので、民生委員児童委員の活
動促進のため、より有効な市民
への情報提供・周知方法を検討
する必要がある。

B
　各民生委員・児童委員の活動
を支援するととも、広報活動等
により市民に周知していく。

維持

市民団体活動推進 市民協働課

　筑西市市民団体連絡協議会運営委員
会や協働のまちづくりフェスタの開催
を通じて、団体相互の交流・連携の強
化を図った。
　また、協働のまちづくり学習会を開
催し、市民（団体）等の学習の機会と
した。

市民団体等の登録数

健康推進員、健康運動普
及員、食生活改善推進員

健康増進課

　市民の健康づくりを推進できるよう
支援を行った。
主な活動実績として、学習会27回、歩
く会等の運動教室を239回実施。
健康推進員474名、健康運動普及員44
名、食生活改善推進員102名

健康推進員　481名、健康運動普及員37名、食
生活改善推進員118名
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため
中止した事業もあったが、健康推進員の主な
活動実績として学習会を19回、歩く会を7回実
施できた。

新型コロナウイルス感染症の状
況を考慮しつつ活動方法を検討
していく必要がある。

B
新型コロナウイルス感染症の拡
大防止に努めつつ活動を模索す
る。

継続

民生委員児童委員、赤十
字ボランティア

社会福祉課

　民生委員・児童委員の業務見直しや
研修の充実を図るとともに、民生委員
活動の理解促進のための周知や自治会
等への丁寧な説明を行った。
　日本赤十字ボランティの研修や活動
の支援を行い、活動の活性化を図っ
た。

民生委員・児童委員の定数は令和6年度217
名である。全国的に委員の高齢化や定年延
長に伴う民生委員のなり手不足は深刻化し
ている。

　コロナ禍において、研修会等は実施できな
かったが、情報提供等を行い、育成に努め
た。

　赤十字奉仕団、防災ボラン
ティアは、5年前に比べ、地区
分団の解散や、辞退などにより
減少している。
　民生委員児童委員は、R1の一
斉改選時に欠員が生じ、現在も
2名欠員がある。今後も高齢化
により定年を迎える委員がいる
ので、委員の確保と欠員補充が
当面の課題である。

C

　日本赤十字社や社会福祉協議
会と協力連携し、ボランティア
研修や活動の支援を行い、活動
の活性化を図っていく。

維持

ボランティア活動推進 社会福祉協議会

　災害時におけるボランティア活動に
必要な知識等を身に付けるため、連
携・協力体制を目指すことを目的とし
た合同研修会を開催した。
内容：「災害時又は日常生活で事故防
止や手当の知識や技術を学ぶ」
講師：日本赤十字社茨城県支部
参加：5団体15名

ボランティア活動団体は8団体

災害発生時に迅速かつ円滑な支援活動が行え
るよう、日頃から社会貢献活動に取り組む市
内の企業や法人等の団体・組織を対象とした
「災害時におけるボランティア活動団体登録
制」を設立し、計８団体が登録。災害時にお
けるボランティア活動に必要な知識等を身に
付けると共に、平時からの連携・協力体制の
構築を目指すことを目的とした合同研修会を
開催した。
（ボランティアの推移）
R2：8団体　R１：8団体　H30：6団体
H29：団体（事業開始）

コロナウイルスの感染防止策を
行い、合同研修会の実施に努め
る。

B
ホームページを通じて情報提供
を行い、登録団体数の増加に努
める。

充実

日本赤十字社義援金 社会福祉課
　広報誌等を活用し、被災地等への義
援金の周知を行っている。

義援金による支援

共同募金会 社会福祉協議会

　各自治会や学校、企業等と協力し街
頭募金活動や市内のイベントに参加
し、啓発活動に努めた。
街頭募金：市内5箇所（下館駅北口、
グランテラス筑西、カスミ、タイラ
ヤ、かましん）で実施。9団体18名が
参加。
参加イベント：しもだて商工まつり、
どすこいペア、しもだてハロウイン
フェス、小栗判官まつり、ちくせいブ
ルーEXPO、さくらまつり
　寄付として、個人及び団体からの寄
付金や物品等を預かり地域福祉事業な
どに活用している。

寄付金は善意銀行に納入
募金による支援
善意の箱は、市内の事業所・施設等約150カ
所以上に設置しており、回収後は善意銀行
に納入。
物品等の寄付は、必要としている方へ繋ぐ
役割。

ちくせい市民協働まちづ
くりサロン

市民協働課

　地域活動のための活動拠点として
「ちくせい市民協働まちづくりサロ
ン」の貸し出しを行った。
　地域集会施設の利用環境改善のため
コミュニティ助成事業（上限250万
円）として、自治会等の、健康増進、
コミュニティ行事、文化・学習活動な
どのための備品の整備に対して助成を
行った。本年度は村田仲町自治会へ助
成。

新型コロナの影響もあり、市民の利用は限定
的なものとなった。そのため、利用人数の制
限やパーテーションの設置、利用後の消毒の
徹底などコロナ対策を行い、コロナ過におい
ても利用しやすい環境を整えた。
・地域の集会施設の利用環境改善のため、コ
ミュニティ助成事業（上限250万円）として、
自治会等のコミィニティ備品等整備に対して
助成を行った。本年度は新田自治会と藤ヶ谷
自治会へ助成。

「ちくせい市民協働まちづくり
サロン」の利用状況については
安定的に推移していたが、令和
2年度については新型コロナの
影響もあり、利用人数・利用件
数ともに減少した。

A

引き続き、市民活動の拠点施設
である「ちくせい市民協働まち
づくりサロン」の充実と利用促
進を図っていく。
コミュニティ助成事業について
も、自治会等へ助成を行い、地
域の集会施設の利用環境改善を
図っていく。

維持

10 支え合い活動を担う多様な主体の育成  44

11 寄付や共同募金の推進 44

12 地域活動のための既存施設の有効活用 44



地域交流センター、公民
館

地域交流センター

　市民活動や地域活動の活性化のた
め、施設の利便性を高めることを目的
に公民館のコミュニティセンター化を
図った。

令和6年度に公民館（13箇所）からコミュニ
ティセンター（14箇所）へ体制が移行

新型コロナウィルス感染症への対応として、
来館者はマスク着用、出入口に消毒液を設
置、使用した机・イス等の消毒、利用者の名
簿提出など感染予防対策を実施した。

新型コロナウィルス感染症は今
後も収束が見込めないため、引
続き感染予防策を講じる必要性
がある。

B

新型コロナウィルス感染症予防
対策を講じながら、利用者が安
心・安全に利用できる場所の提
供を行っていく。

維持

市総合福祉センター（ボ
ランティアセンター）等

社会福祉協議会

　市総合福祉センター内に「ボラン
ティアコーナー」を設置し、資料や備
品の整備・貸出や地域組織や福祉団体
等の会合等の場として、各部屋の貸出
しを行った。
　新たに「X（旧twitter）」のアカウ
ントを開設し（令和6年11月）、これ
までの公式ホームページ及びフェイス
ブックにあわせ、インターネットを活
用した施設利用に関する情報発信の拡
充に努めた。

令和元年度と同じ

コロナウイルスの感染防止策を
行い、市総合福祉センター内の
ボランティアコーナーの提供に
努める。

B
市ボランティア連絡会やホーム
ページを通じて情報提供を行
う。

維持

No 事業
計画書
ページ 位置付ける事業案 担当課 令和２年度の主な取り組み状況

市民団体等登録制度 市民協働課

　「筑西市市民団体等登録制度」によ
り、公益的な活動を行う市民団体等の
登録情報を公表した。
登録数
Ｒ6年度：130団体（令和7年7月末）
Ｒ5年度：119団体（令和6年3月末）
Ｒ4年度：118団体（令和5年3月末）
Ｒ3年度：109団体（令和4年3月末）

「筑西市市民団体等登録制度」により、公益
的な活動を行う市民団体等の情報を登録し、
データベース化して公表した。

登録数
Ｈ28年度…99団体（平成28年3月末）
Ｈ29年度…105団体（平成30年3月末）
Ｈ30年度…108団体（令和元年年3月末）
R1年度…112団体（令和2年3月末）
R2年度…107団体（令和３年３月末）

毎年、登録数は増加していた
が、令和2年度は減少に転じて
しまったため、「筑西市市民団
体等登録制度」の更なる周知を
図り、登録市民団体を増やして
いく必要がある。

A

「筑西市市民団体等登録制度」
により、公益的な活動を行う市
民団体等の情報を登録・データ
ベース化して公表することによ
り、市民団体の活性化や相互の
交流を図る。

維持

赤十字ボランティア 社会福祉課 
　赤十字奉仕団や赤十字防災ボラン
ティア地区リーダーの活動内容の周知
に努めた。

令和元年度と同じ

　赤十字奉仕団や赤十字防災ボ
ランティア地区リーダーの活動
内容の積極的な周知を行うとと
もに、活動の活性化に努める必
要がある。

B
　情報収集・整理を行い、周知
に努める。

維持

ボランティアセンター 社会福祉協議会

　登録団体の情報や登録団体の紹介
等、随時更新し、本会広報紙、ホーム
ページ、ＳＮＳでの情報発信やイベン
ト等の参加等、広報啓発活動を行っ
た。
登録団体数：65団体
　令和5年度から市民協働課と連携
し、地域福祉に努めた。
　参加団体：10団体

ボランティアセンターへの登録数：R5:60団
体 R4:59団体 R3:61団体 R2:60団体
 
ボランティアセンターと筑西市民団体連絡
協議会と協力し実施をし地域福

筑西市社会福祉協議会ボランティアセンター
への登録制を設け、登録団体の情報をデータ
ベース化し随時更新を行った。また、活動分
野ごとに分けた登録団体の紹介冊子の作成
や、本会ホームページおよびＳＮＳを活用し
た情報の発信・提供に取り組んだ。
（登録団体数の推移）
R２：60団体　R１：60団体　H30：62団体
H29：60団体　H28：60団体

引き続き登録団体の情報をデー
タベース化し随時更新を行う。

B
広報紙、ホームページ、
Facebookを通じて情報提供を行
う。

維持

男女共同参画セミナー、
講演会、市民団体等登録
制度

市民協働課

　令和6年9月27日、中央図書館視聴覚
室で、市内在住、在勤、在学者を対象
に「女性リーダーに学ぶ働き方セミ
ナー～すべての女性がいきいきと働く
ために～」を開催。参加者：26名
　令和6年10月26日、坂東市総合文化
ホール「ベルフォーレ」にて坂東市と
ダイバーシティ推進センターが主催し
た「坂東市合併20周年記念　多様性の
ある社会で～違いを知ることの大切さ
を考える～」に出席。参加者：15名
　令和7年１月25日、アルテリオ１階
集会室にて「筑西市誕生20周年記念
令和6年度筑西市男女共同参画推進講
演会　歴史から学ぶジェンダーと多様
性～新五千円札の顔、津田梅子にみる
私らしさ～」を開催。来場者：82名
　令和7年3月11日、集会室にてNPO法
人ヒューマンライツネット「はらん
きょうの会」が主催する男女共同参画
映画上映会＆トークを開催。来場者：
90人。

令和2年度は新型コロナの影響により、男女共
同参画セミナーや講演会等は中止となった。

令和2年度は新型コロナの影響
により、セミナーや講演会等が
中止となってしまったが、毎
年、定期的にセミナーや講演会
が開催されており、意識の醸成
や普及、啓発活動を行ってい
た。今後については感染状況等
に注意を払いつつ、場合によっ
てはオンライン形式などで開催
できるように進める必要があ
る。

A

男女共同参画社会の形成を図る
ため、毎年、男女共同参画セミ
ナーや講演会等を実施し、意識
の醸成や普及、啓発に努める。
また、セミナー等の実施に当
たっては、市民団体等との協働
により行うなど各団体の活動支
援と主体的な参加実践を促進す
る。
定期的に登録市民団体に向けて
イベント情報等を掲載した通信
を送付し各団体へ情報提供を行
う。

維持

健康運動普及員、精神保
健福祉ボランティア、食
生活改善推進員、自殺対
策ゲートキーパー

健康増進課

　精神保健福祉ボランティア養成講座
を開催し14名が修了した。
・食生活改善推進員養成講座を開催
し、5名が受講した。
　ゲートキーパー養成講座を開催し、
887名が受講した。

・精神保健福祉ボランティア養成（11名）
・食生活改善推進員養成（1１名）
養成講座は、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、時間の短縮やカリキュラムを変
更し実施した。

新型コロナウイルス感染症の状
況を考慮しつつ活動方法を検討
していく必要がある。

B
新型コロナウイルス感染症の拡
大防止に努めつつ活動を模索す
る。

継続

13 活動情報の提供 46

12 地域活動のための既存施設の有効活用 44

２　ボランティア・ＮＰＯ活動の推進 備考
（事業想定内容など）

（参考）令和２年度取り組み状況についての回答

次期計画に向けた課題 今後の方向性

14 ボランティアの養成支援 46

令和６年度取り組み内容



赤十字ボランティア 社会福祉課
　日本赤十字社や社会福祉協議会と協
力連携し、各種ボランティア養成講座
の広報周知に努めた。

　日本赤十字社や社会福祉協議会と協力連携
し、各種ボランティア養成講座の広報周知に
努めたが、講座の中止等もあり、例年通りの
実施はできなかった。

　養成講座の主催団体と協力連
携し、より多くの市民への周知
に努める必要がある。

C
　協力連携の強化と広報周知に
努める。

維持

市民講師、筑西リーダー
ス高校生会

生涯学習課

　個人が仕事や趣味で培った知識や経
験を活かして、地域社会の学習活動を
支援する「生涯学習ボランティア」事
業を支援した。
登録：290人/指導回数延べ1,655回
指導した人数：9,154人
　高校生の自主的な活動により、会員
相互の親睦を図り、筑西市を活動拠点
とした地域イベントや、子ども会等を
育成する活動を支援した。
登録人数：22人

　生涯学習ボランティアとして市の生涯学習
の推進に積極的に貢献しようとする意欲をお
持ちの方を「市民講師」として募集し、市民
からの求めに応じて、自己のもつ知識、技
能、体験等を伝え、自ら学ぼうとする市民を
支援した。
登録：364名/指導回数延べ1,178回/指導した
人数：10,920名

高齢化した登録者の登録継続の
確認が難しい。

C
返信を入れた登録確認書を配布
し、正確な登録者名簿を作成す
る。

維持

ボランティア養成講座、
ボランティア連絡会、児
童・生徒のボランティア
活動普及事業

社会福祉協議会

　地域福祉推進の担い手となるボラン
ティアを養成するため、点訳・朗読・
手話の養成講座や、市内の小中高等学
校と協力し、ボランティア精神の育成
を目的とした「児童・生徒のボラン
ティア活動普及協力校事業」を実施し
た。
ボランティア連絡会主催の研修会を開
催。参加：25団体82名

地域福祉推進の担い手となるボランティアを
養成するため、点訳・朗読・手話・災害ボラ
ンティアの養成講座を実施。（傾聴ボラン
ティア養成講座、筑西市ボランティア連絡会
主催の研修会はコロナウイルスの影響で中
止）
　また、市内の小中高等学校と協力し、ボラ
ンティア精神の育成を目的とした「児童・生
徒のボランティア活動普及事業」を実施し
た。

コロナウイルスの感染防止策を
行い、養成講座や研修会の実施
に努める。

B
広報紙、ホームページ、
Facebookを通じて情報提供を行
う。

維持

15 ボランティアセンター機能の充実 46 ボランティアセンター 社会福祉協議会

　ボランティア活動に関する広報・啓
発や、個人又はグループなどの活動支
援を行った。
学校福祉体験の相談・依頼、ボラン
ティア活動に関する相談等も随時行っ
た。

令和4年度にセンターの運営強化を図るため
ボランティアセンター長を配置した。
適正な運営を図るため、有識者によるボラ
ンティアセンター運営委員会を設置し、年2
回状況報告を行っている。

専任のボランティアコーディネーターを配置
し、福祉用具や教材の貸出を含むボランティ
ア全般に関する相談に応じている。また、地
域に求められるボランティア活動の開発や調
整、ボランティア実践者への活動支援も行っ
ている。これらセンターの適正な運営を図る
ため、有識者によるボランティアセンター運
営委員会を設置し、センター機能の総括的な
審議（R２書面決議）を行っている。
相談状況はコロナウイルスの影響で、相談件
数が大幅に減少した。（R２：282件、R１：
497件）

引き続きボランティア相談の対
応や活動に対する連絡調整に努
める。

B
広報紙、ホームページ、
Facebookを通じて情報提供を行
う。

維持

ちくせい市民協働まちづ
くりサロン

市民協働課

　市民活動の拠点である「ちくせい市
民協働まちづくりサロン」の利便性の
向上に努めた。
※令和６年度のサロン利用人数927
人、利用件数502件

市民活動の拠点施設である「ちくせい市民協
働まちづくりサロン」の充実と利用促進を
行ったが、新型コロナの影響により、施設が
約4ヵ月休館となったため、利用人数、利用件
数ともに前年より減少した。
※令和2年度のサロン利用人数907人、利用件
数336件

令和2年度の「ちくせい市民協
働まちづくりサロン」の利用状
況は、新型コロナの影響もあ
り、前年比で50％以下となっ
た。新型コロナ対策を最大限行
いながら、まちづくりサロンの
利用促進を行っていく必要があ
る。

A
市民活動の拠点施設である「ち
くせい市民協働まちづくりサロ
ン」の充実と利用促進を行う。

維持

地域交流センター、公民
館

地域交流センター

　高齢化に伴い、市民活動団体がより
身近な地域で活動できるよう「地域集
会施設との連携」を構築し、109の地
域集会施設の利用が可能になった。

令和6年度に公民館がコミュニティセンター
に名称変更

新型コロナウィルス感染症への対応として、
来館者はマスク着用、出入口に消毒液を設
置、使用した机・イス等の消毒、利用者の名
簿提出など感染予防対策を実施した。

新型コロナウィルス感染症は今
後も収束が見込めないため、引
続き感染予防策を講じる必要性
がある。

B

新型コロナウィルス感染症予防
対策を講じながら、利用者が安
心・安全に利用できる場所の提
供を行っていく。

維持

市総合福祉センター
（ボランティアセン
ター）等

社会福祉協議会

　市総合福祉センター内に「筑西市社
会福祉協議会ボランティアセンター」
を設置し、実践活動における会場、コ
ピー機・印刷機等の備品の貸出しを
行った。
　ボランティアコーディネーターが、
活動に際する様々な相談にも柔軟に対
応し、センターを「福祉・ボランティ
アに関する情報収集・発信、活動の
場」として活用しいる。

社会福祉課と連携

総合福祉センター内にボランティアコーナー
を設置。実践活動における会場利用はもとよ
り、コピー機・印刷機などの備品整備を充実
させ、実践者へ提供している。活動に際する
様々な相談にも柔軟に対応し、センターを
「福祉・ボランティアに関する情報収集・発
信の場」として活用していただく。
コロナウイルスの影響で臨時休館中において
も、必要なボランティア活動のみ場所を提供
した。

コロナウイルスの感染防止策を
行い、総合福祉センター内のボ
ランティアコーナーの提供に努
める。

B
市ボランティア連絡会やホーム
ページを通じて情報提供を行
う。

維持

基本目標３　包括的に支え合う仕組みづくり

No 事業
計画書
ページ 位置付ける事業案 担当課 令和６年度取り組み内容 令和２年度の主な取り組み状況

17 多様な手段による情報提供 50
市広報紙・ホームページ
等

広報広聴課

　令和7年度のHPリニューアルに向
け、業者と綿密な打ち合わせを重ね、
リニューアルすることができた。
　またLINEの友達数もR5年度より約
1,500人増えた。

HPアクセス数　 R7.4月：629,344
R7.3月：395,539（リニューアル前より
233,805増）

4月１日からホームページをリニューアルし、
レイアウトを変更した。また、LINEを使い積
極的な情報発信に努めた。

より一層見やすいレイアウトに
する。LINEやSNSの登録者数を
増やす。

B

ホームページに関して、シンプ
ルに見やすいレイアウトにし、
見たい情報にすぐたどり着ける
ようにする。

維持

行政相談窓口 広報広聴課

　行政相談の開設回数を30回に増やし
た。さらに各支所でも幅広く相談を受
け入れられるよう体制を整え、相談窓
口の開設をした。
　※R5年度の相談開設回数24回

相談者の悩みや不安を解消することがで
き、必要に応じて他機関とも連携をとるこ
とができた。継続して周知に努め、あらゆ
る相談に対応できるよう努める。

　月２回、行政相談窓口を本庁１階に設置
し、行政全般に関する悩みや問題の面談を実
施した。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4
月上旬～9月下旬、12月～3月は相談中止。

相談者の悩みや不安を解消する
ことができ、必要に応じて他機
関とも連携をとることができ
た。継続して周知に努め、あら
ゆる相談に対応できるよう努め
る。

C

引き続き、相談者の多種多様な
ニーズに合った情報提供や支援
を行うことができるよう努めて
いきたい。

維持

（参考）令和２年度取り組み状況についての回答

次期計画に向けた課題 今後の方向性

18 対象者ごとのきめ細かな相談の充実 50

16 活動拠点の確保への支援 46

１　情報発信・相談体制の充実 備考
（事業想定内容など）

14 ボランティアの養成支援 46



健康相談 健康増進課

健康相談を随時開催した。
　相談件数：健康相談：126件、精
神：815件、こころの健康相談：22
件、健康相談24(24時間電話相談委
託）： 2,928件

健康相談等保健指導に関する事業や精神保
健相談に関する事業

健康相談実績　・地区健康相談0回、随時相談
（成人）89件、随時相談（精神）1,772件、こ
ころの健康相談26件、健康相談２４(24時間電
話相談委託）2,234件

複数回、長時間の相談もあり、
内容も複雑になってきている。
スタッフのスキルアップを含め
た見直し、検討が必要。

B
どの様な相談の体制が必要か検
討をする。

継続

福祉相談室 社会福祉課 　相談体制の充実に努めた。 令和元年度に同じ 特になし A 　相談体制の充実に努める。 維持

障害者相談支援事業 障がい福祉課
　関係各課及び関係機関との連携によ
り、相談者が必要としている情報を提
供ができた。

年々増加傾向になる。
障害（児）者が必要としている
情報を提供する。

A

障害（児）者への支援は、他分
野にわたる専門性が必要なた
め、対応できる福祉人材の育成
を進める。

維持

高齢者相談、地域包括支
援センター

高齢福祉課

　高齢者の介護、福祉、健康、医療等
の相談に対し、地域包括支援センター
（4か所）の専門職による個別相談対
応を実施した。
令和6年度相談件数　8,874件

市内4ヶ所に地域包括支援センターを設置し、
高齢者やその家族に対し、在宅介護、介護予
防等に関する情報提供や、高齢者の日常生活
支援、認知症に関すること等、継続的・専門
的な総合相談支援に対応した。
地域包括支援センターへの相談件数　7,337件
(延)。
相談体制の充実を図るため、地域包括支援セ
ンター、民生委員児童委員等と連携を図っ
た。

高齢者の相談にとどまらず、相
談内容が多様化、複雑化してい
るため、関係機関等との連携体
制の強化が必要である。

B

地域で暮らす高齢者の身近な相
談窓口として地域包括支援セン
ターを活用してもらうよう、認
知度向上に努めると共に、高齢
者の多様な問題にも適切に対応
できるよう、関係機関等との連
携体制を充実していく。

充実

介護相談 介護保険課

　介護保険の要介護認定・サービス利
用・総合事業（介護予防・日常生活支
援総合事業）・介護保険料納付に関す
る相談等、個々の状況に応じた相談支
援体制をとっている。

相談件数の推移、相談内容については変化な
し

特になし B
今後も継続し、高齢者支援を行
う

維持

子育て支援コンシェル
ジュ

こども課

　子育て支援コンシェルジュ１名をこ
ども課・母子保健課窓口に配置し、教
育・保育施設や地域の子育て支援事業
を円滑に利用できるように情報提供や
助言等を行った。
令和6年度実績　面接相談：270件、電
話相談：58件、出張相談：56件

令和元年度相談件数592件⇒令和2年度相談件
数720件
母子保健コーディネーターとの連携を深め、
相談に繋げた。

出張相談先（子育て支援セン
ター）での利用者支援事業への
理解を深めていただき、利用を
増やしていくことが課題。

A

子育て親子が普段集まりやすい
子育て支援センター等の相談場
所を確保し、気軽に相談ができ
る体制を整えていく。

維持

子育て・育児相談、女性
相談、子育て世代包括支
援センター、

母子保健課

　妊産婦や子育て家庭等が悩みを抱え
込まず安心して暮らせるよう、各専門
員が支援を行った。
母子健康手帳交付時には、妊娠・子育
て支援プランを作成し、切れ目のない
相談体制を整備した。

子ども家庭総合支援拠点（児童福祉）と子
育て世代包括支援センター（母子保健）の
機能を維持した上で、すべての妊産婦、子
育て世帯、子どもを対象に継続的・包括的
支援を行う、相談機関「こども家庭セン
ター（母子保健課内）」を令和６年度開設

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため
乳幼児の集団健診の一部の実施を見合わせた
め、個別相談の日数を増やし予約制で実施し
た。窓口での随時の相談は減少したが、電話
での相談が倍増した。相談内容に大きな変化
はみられなかった。

相談者の悩みや不安を解消する
ことができ、必要に応じて他機
関とも連携をとることができ
た。継続して周知に努め、あら
ゆる相談に対応できるよう努め
る。

A

引き続き、妊娠期から子育て期
にわたり安心して出産・育児が
できるよう切れ目のない支援を
行っていく。

充実

教育相談
指導課
学務課

　教育支援センターにおいて、児童生
徒又はその保護者等からの学校生活、
家庭生活及び地域社会生活における児
童生徒の教育上の諸問題に係る相談に
対応した。

教育支援センター、心の教室相談員配置(各
中学校)、学校問題解決指導員配置、スクー
ルカウンセラー配置(県事業)

青少年相談 生涯学習課

「なんでも電話相談室」を開設し、青
少年、保護者等の家庭生活・学校生活
等の相談を受けた。
開設日：週３日
相談数：76件（電話35件、来所41件）
相談員：7人

18 対象者ごとのきめ細かな相談の充実 50



ボランティア、高齢者、
障害者、生活困窮者相
談、心配ごと相談、法律
相談

社会福祉協議会

・ボランティアセンタでは、ボラン
ティアの相談や、情報収集・発信の場
として活用した。
相談件数　R6:577件（R5:481件）
・子育て支援センターでの子育て相談
件数は、269件（R5:249件）
・総合相談として、心配ごと相談、法
律相談事業を行った。
・心配ごと相談　R6:10件（R5:10件）
・法律相談　R6:117件（R5:118件）
・地域包括支援センター（関城・明
野・協和）での高齢者相談件は3,534
件（R5:3,670件）
・地域活動支援センターでの障害者相
談件数は、28件
（R5：13件、R4:24件、R3:5件）
・生活困窮者に対する自立相談支援の
件数は、245件
（R5:169件、R4:242件、R3:884件）

子育て支援センター・地域包括支援セン
ター・生活困窮者自立支援事業・地域活動
支援センターは、市からの受託。

生活困窮者に対する自立相談支援の件数は
ピーク時と比べ減少しているが、地域構造
の変化やコロナ禍を機とした生活課題の長
期化等に伴い、個別課題や相談内容は複
雑・多様化している。

ボランティア相談は、ボランティアセンター
で柔軟に対応し、センターを「福祉・ボラン
ティアに関する情報収集・発信の場」として
活用した。
（ボランティア相談件数の推移）R２：282
件、R１：497件
高齢者相談は、地域包括支援センター（関
城・明野・協和窓口）で対応した。
（包括相談の推移）
R2：2，804件、R1：1833件
障害者相談は、地域活動支援センター、指定
特定相談支援事業で対応した。
生活困窮相談は、生活困窮者自立支援事業で
対応した。なお、生活福祉資金特例貸付対応
により、件数が激増した。
（生活困窮相談の推移）R２：1,033件、R1：
106件
子育て相談は、子育て支援センターで対応し
た。
（子育て相談）R２：402件、R１:506件
総合相談として、心配ごと相談、法律相談事
業を行った。
（心配ごと相談）R２：10件、R１：9件
（法律相談）R２：116件、R１：107件

市と連携して対象者ごとにきめ
細やかな体制に努める。

A
市ボランティア連絡会やホーム
ページを通じて情報提供を行
う。

充実

福祉相談室 社会福祉課 　相談体制の連携強化に努めた。 令和元年度に同じ 特になし A
　相談体制の連携強化に努め
る。

維持

障害者相談支援事業 障がい福祉課
　関係各課及び関係機関との連携によ
る相談体制を構築している。

障害者の福祉相談窓口事業

高齢者相談支援事業 高齢福祉課
　地域包括支援センターによる高齢者
の総合相談支援体制を維持した。

子育て支援コンシェル
ジュ

こども課 №18と同じ 児童福祉の相談窓口事業

こども家庭総合支援拠点、
母子保健課

　妊産婦や子育て家庭等が悩みを抱え
込まず安心して暮らせるよう、各専門
職が協働で支援を行っている。
母子健康手帳交付時には、妊娠・子育
て支援プランを作成し、今後の生活を
イメージできるよう支援し、妊娠期か
ら子育て期まで切れ目なく相談できる
体制を整備した。

子ども家庭総合支援拠点（児童福祉）と子
育て世代包括支援センター（母子保健）の
機能を維持した上で、すべての妊産婦、子
育て世帯、子どもを対象に継続的・包括的
支援を行う、相談機関「こども家庭セン
ター（母子保健課内）」を令和６年度開設

ボランティア、高齢者、
障害者、生活困窮者相
談、心配ごと相談等

社会福祉協議会

・ボランティアセンタでは、ボラン
ティアの相談や、情報収集・発信の場
として活用した。
相談件数　R6:577件（R5:481件）
・子育て支援センターでの子育て相談
件数は、269件（R5:249件）
・総合相談として、心配ごと相談、法
律相談事業を行った。
・心配ごと相談　R6:10件（R5:10件）
・法律相談　R6:117件（R5:118件）
・地域包括支援センター（関城・明
野・協和）での高齢者相談件は3,534
件（R5:3,670件）
・地域活動支援センターでの障害者相
談件数は、28件
（R5：13件、R4:24件、R3:5件）
・生活困窮者に対する自立相談支援の
件数は、245件
（R5:169件、R4:242件、R3:884件）

・子育て支援センター・地域包括支援セン
ター・生活困窮者自立支援事業・地域活動
支援センターは、市からの受託。

生活困窮者に対する自立相談支援の件数は
ピーク時と比べ減少しているが、地域構造
の変化やコロナ禍を機とした生活課題の長
期化等に伴い、個別課題や相談内容は複
雑・多様化している。

ボランティア相談は、ボランティアセンター
で柔軟に対応し、センターを「福祉・ボラン
ティアに関する情報収集・発信の場」として
活用した。
（ボランティア相談件数の推移）R２：282
件、R１：497件
高齢者相談は、地域包括支援センター（関
城・明野・協和窓口）で対応した。
（包括相談の推移）R２：2，804件、R１：1，
383件
障害者相談は、地域活動支援センター、指定
特定相談支援事業で対応した。
生活困窮相談は、生活困窮者自立支援事業で
対応した。なお、生活福祉資金特例貸付対応
により、件数が激増した。
（生活困窮相談の推移）R２：1,033件、R1：
106件
子育て相談は、子育て支援センターで対応し
た。
（子育て相談）R２：402件、R１:506件
総合相談として、心配ごと相談、法律相談事
業を行った。
（心配ごと相談）R２：10件、R１：9件
（法律相談）R２：116件、R１：107件

市と連携して対象者ごとにきめ
細やかな体制に努める。

A
市ボランティア連絡会やホーム
ページを通じて情報提供を行
う。

充実

福祉相談員 社会福祉課 　相談体制の連携強化に努めた。 令和元年度に同じ 特になし A
　福祉その他の各種制度につい
て資質の向上に努める。

維持

子育て・育児相談、女性
相談、子育て世代包括支
援センター

母子保健課
　相談員が各種研修会に参加し資質向
上ができるよう努めた。また、研修内
容について情報の共有に努めた。

子ども家庭総合支援拠点（児童福祉）と子
育て世代包括支援センター（母子保健）の
機能を維持した上で、すべての妊産婦、子
育て世帯、子どもを対象に継続的・包括的
支援を行う、相談機関「こども家庭セン
ター（母子保健課内）」を令和６年度開設

新型コロナウイルスの影響により対面での研
修会が実施されず、オンラインでの研修会に
参加した。

相談員各々が各種研修会に参加
したことで、資質の向上につな
がった。今後も多様な問題に対
応できるよう、さらに専門性を
高める。

A

様々なケースに柔軟に対応でき
るよう、今後も積極的に研修に
参加し相談員の資質向上に努め
ていきたい。

充実

18 対象者ごとのきめ細かな相談の充実 50

備考
（事業想定内容など）

（参考）令和２年度取り組み状況についての回答

19 総合的相談支援体制の構築 50

20 相談員等の資質向上の推進 50

２　複合的な生活課題への支援



No 事業
計画書
ページ 位置付ける事業案 担当課 令和６年度取り組み内容 令和２年度の主な取り組み状況

生活保護、生活困窮者支
援

社会福祉課
　新たに相談マニュアルを整備し活用
したことにより、安定した相談体制の
確立及び職員の向上につながった。

　各ケースワーカーにより、適宜生活相談等
を行っている。また、ケース検討会を実施
し、ケースの処遇等の問題点について情報交
換することで、被保護者の自立に効果的な支
援を行った。

特になし A
　ケースワーカーや福祉相談員
により、生活困窮者の支援や生
活のアドバイスを進めていく。

維持

生活困窮者支援、生活福
祉資金貸付、食料支援等

社会福祉協議会

　生活困窮者の相談件数は、R6:245名
参考：R5:169件、R4:242件　R3:884件
新型コロナ特例貸付における借受人に
対し、適宜訪問し生活状況を確認する
等生活支援を行った。
R6:213件　R5:136件

生活困窮者に対する自立相談支援の件数は
ピーク時と比べ減少しているが、地域構造
の変化やコロナ禍を機とした生活課題の長
期化等に伴い、個別課題や相談内容は複
雑・多様化している。

生活困窮者の自立生活及び就労に関する相談
を行い、生活福祉資金や小口貸付資金、食料
等支援を実施。社会福祉課と連携を図り支援
した。
なお、生活福祉資金特例貸付相談により件数
が激増した。
（生活困窮相談件数の推移）
R２：1,033件、R1：106件、H30：134件、
H29:41件、H28：100件

引き続き相談を行い社会福祉課
と連携に努める。
また、コロナウイルスの影響で
相談件数の増加が見込めるが、
現時点で見通しが立たない。

A
ホームページを通じて情報提供
を行う。

維持

22 再犯防止に向けた支援 52
保護司会、更生保護女性
会

社会福祉課

　西地区更生保護サポートセンターが
開いていない土日祝日や夜間に、アル
テリオや生涯学習センター、明野コ
ミュニティセンターと協和コミュニ
ティセンターを利用できるよう調整し
た。

保護司会、更生保護女性会活動支援

23 居住に困難を抱える人への支援 52 生活困窮者支援 社会福祉課

　ケースワーカーや福祉相談員によ
り、生活困窮者の支援や生活の相談行
い、実態に即した支援を行った。
　また、学習支援事業を実施し、生活
困窮世帯の中学生に対し、学習する機
会を与えることができた。

住宅扶助
住居確保給付金

24 自殺対策の推進 52 自殺対策 健康増進課

　市内小中学校教員、市職員へゲート
キーパー（自殺対策）研修会、まちづ
くり出前講座にて一般市民へゲート
キーパー養成講座を実施。
　自殺予防週間（9月）や自殺対策強
化月間（3月）に合わせ、こころの健
康に関する知識や相談窓口を周知。住
民の年齢層に合わせた方法や内容を検
討しながら普及啓発を実施した。

こころの健康や自殺に関する正しい知識を
普及啓発し、自殺の防止につなげるための
事業

25 「日常生活自立支援事業」の支援 53 日常生活自立支援事業 社会福祉協議会

　専門員と生活支援員が連携し、個々
のニーズに沿った、生活支援・福祉
サービス利用援助を行っている。ま
た、金銭管理は、通帳・帳票・活動記
録等を月1回以上照合し、適正な管理
実施している。
利用者：R6:26名
参考：R5:27名　R4:31名　R3:35名

契約に至るまでの調査や各種手続き、福祉
サービス利用援助については専門員が行い、
金銭管理サービスについては主に生活支援員
が行っている。利用者によっては、専門員が
直接金銭管理を行うケースもあるが、専門
員、生活支援員が連携を取りながら支援を
行った。
（利用者の推移）
R２：33名　R1：29名　H30：32名　H29：28名
H28：27名

引き続き支援を行い専門員、生
活支援員との連携に努める。

B
高齢化の進行に伴う認知症高齢
者の増加を鑑みた、契約希望者
の増加への対応を検討する。

充実

福祉相談室 社会福祉課
　パーテーションの設置や個室を用意
するなど、相談者のプライバシーに対
する配慮を行った。

相談窓口事業

障害者福祉の相談窓口 障がい福祉課
　相談支援体制づくりをし、相談支援
事業所と連携により相談者や利用希望
者に必要な情報提供に努めた。

相談窓口事業

成年後見制度、高齢者福
祉の相談窓口

高齢福祉課
　地域包括支援センター及び高齢福祉
課において、成年後見制度や高齢者福
祉に関する相談に対応した。

福祉相談窓口 社会福祉協議会

　福祉の専門職の職員が、福祉全般
（高齢・障害・子育て・地域福祉・生
活困窮等）の福祉総合相談会を開催し
た。また、随時相談に応じることがで
きるよう福祉相談所を常設し、必要な
サービスの調整や専門機関等につなぐ
など、包括的な支援を行った。

No 事業
計画書
ページ 位置付ける事業案 担当課 令和６年度取り組み内容 令和２年度の主な取り組み状況

備考
（事業想定内容など） 次期計画に向けた課題 今後の方向性

備考
（事業想定内容など）

（参考）令和２年度取り組み状況についての回答

次期計画に向けた課題 今後の方向性

21 被生活保護世帯・生活困窮者世帯への支援の充実 52

26 相談や制度の利用がしやすい環境整備 53

３　団体・機関とのネットワーク形成



障害者福祉団体 障がい福祉課 　障害者スポーツ大会への参加
コロナウイルスの影響で、県のスポーツ大会
等も中止になり、各障害者団体の行事も見直
しを余儀なくされた。

障害者団体との情報共有 A
障害者福祉団体間の交流や情報
交換の場を設け、支援を行う。

維持

高齢者クラブ 高齢福祉課

　高齢者クラブ連合会や単位高齢者ク
ラブに対して補助金を交付することで
クラブの活動を支援し、高齢者の生き
がいや健康づくりの推進に努めた。

新型コロナウイルスの感染症の影響により、
健康増進等を目的とした団体で開催している
「健康パーク」が中止となった。
高齢者の外出自粛が長引くことで、自宅でも
フレイル予防ができるよう、筑西市いきいき
ヘルス会の指導士を中心として体操動画を作
成・配信した。

活動する会員も高齢者のため、
感染予防対策の徹底と意識づけ
が必要である。
定年後も就労する高齢者の増加
や価値観の多様化により、ボラ
ンティア活動を行う若い年代層
の加入者が少なく、会員の減少
が課題である。

B

交流促進のためのイベント等へ
の積極的な参加を促していく。
高齢者が生涯にわたり地域の中
で役割や生きがいを持って生活
できるよう、地域とのつながり
づくりや多様な通いの場の充実
につなげ、活動へ興味を持ち参
加する人材の確保に努める。

充実

母親クラブ、子育てサー
クル等

こども課

　地域のコミュニケーションを図る母
親クラブ、子育てサークル等の活動の
促進支援を行った。２団体に補助金を
交付。（団体：地球の保健室、みらい
子育てネット筑西）

地域のコミュニケーションを図る母親クラ
ブ、子育てサークル等の活動の促進支援を
行った。1団体増え、3団体に補助金を交付。
（団体：いちなごみ、地球の保健室、筑西母
親クラブ）

活動に参加する人が限られない
ように、より広く広報していく
ことが必要（広報紙のみならず
市のＨＰやＳＮＳ等を活用して
いく）

B

今後も家庭児童の健全な育成を
図るため、子育てに不慣れな母
親や乳幼児に交流の場を提供し
たり、児童の健全育成のため地
域のコミュニケーションを図る
活動を自主的に行う団体に補助
金を交付し、活動の促進を図っ
ていく。

維持

協働のまちづくりフォー
ラム

市民協働課

　筑西市民団体連絡協議会、筑西市社
会福祉協議会、筑西市が協働し、「協
働のまちづくりフェスタ」を開催し
た。「みんなで支え、食でつながるま
ちづくり」をテーマに、団体相互の連
携強化、市民との交流を図った。

自治会 広報広聴課 - -
両団体の会長同士で話し合いの場を持ち、検
討を進めた。

災害等も増え、自治会と民生委
員との連携が不可欠であること
から、両団体の交流を深める。

B
自治会と民生委員との連携強化
のため、連携会議や情報共有の
仕組みづくりに取り組む。

維持

民生委員児童委員 社会福祉課

　自治会と民生委員児童委員協議会と
の連携を必要に応じて進めており、民
生委員・児童委員の長期欠員状態であ
る地区と情報共有・連携を図った。

　筑西市連合民生委員児童委員協議会と自治
会連合会との情報交換会の実現に向けて、両
会長と両事務局で打合せを行った。

　コロナ禍での集合形式の会議
の開催が困難な状況であるた
め、会議の開催について、代替
え案を検討する必要がある。
　自治会と民生委員児童委員と
の連携は地域の安心安全体制づ
くりに重要であることから、両
会の情報共有・連携強化を行う
ための工夫が必要である。

D
　自治会と民生委員児童委員の
情報共有・連携強化に努める。

充実

市民団体連絡協議会 市民協働課

　協働のまちづくり学習会として、
「地域おこし協力隊と市民団体の協
働」をテーマに、地元食材を使った料
理を体験しながら学ぶワークショップ
を開催し、団体間の情報交換や連携促
進を図った。

まちづくり学習会として令和2年度は市民団体
の活動パネル作成会を行った。団体の活動内
容を周知するパネルを作成してもらうととも
に、団体間の情報交換や連携促進を図った。
※登録団体107団体に通知し、計8回開催、参
加者172人

今後においても、データベース
登録団体で組織する筑西市民団
体連絡協議会の活動を支援する
ことにより、団体相互の交流や
連携を促進していく。

A

データベース登録団体で組織す
る筑西市民団体連絡協議会の活
動を支援することにより、団体
相互の交流や連携を促進してい
く。

維持

精神保健連絡会 健康増進課
　精神保健連絡会に係る関係機関が勉
強会を行った。
関係機関29機関、参加者延124人

精神疾患の方やひきこもりの相談や支援な
どの対策に関する事業

福祉事務所長会 社会福祉課 　関係者との連携・協働を図った。 令和元年度と同じ

　コロナ禍における集合形式の
会議開催が困難であることか
ら、連携のための新たな手法を
検討する必要がある。

B
　関係者の連携・協働を図って
いく。

維持

障害者自立支援 障がい福祉課
　関係機関が開催する連絡会等への参
加

障害者の自立支援、社会参加につなげる事
業

ボランティア連絡会 社会福祉協議会

　充実したボランティア活動を展開さ
せ、誰もが安心して暮らせるまちづく
りを推進するため、相互の研修・自己
研鑽・情報交換等を通じたネットワー
ク構築に努めた。
ボランティア連絡会主催の研修会を開
催。参加者：25団体82名

令和元年度と同じ
引き続き支部社協と連携して
ネットワークの構築に努める。

B
支部社協やホームページを通じ
て情報提供を行う。

維持

基本目標４　権利擁護を推進する仕組みづくり

【新規】成年後見制度利用促進基本計画

No 事業
計画書
ページ 位置付ける事業案 担当課 令和６年度取り組み内容 令和２年度の主な取り組み状況

30 広報機能の充実 58 成年後見制度 高齢福祉課
　リーフレットを活用し、制度の周知
を図った。

制度の周知

備考
（事業想定内容など）

27 活動団体間の連携強化  55

28 自治会と民生委員児童委員の連携強化 55

（参考）令和２年度取り組み状況についての回答

次期計画に向けた課題 今後の方向性

29 関係団体・機関のネットワークの強化 55

１　広報機能・相談窓口の充実



31 相談窓口機能の充実 58
成年後見制度、高齢者福
祉の相談窓口

高齢福祉課
　地域包括支援センター及び市におけ
る相談支援体制を継続。

相談窓口事業

No 事業
計画書
ページ 位置付ける事業案 担当課 令和６年度取り組み内容 令和２年度の主な取り組み状況

32 関係者支援方針会議の開催 60 成年後見制度 高齢福祉課
　成年後見制度利用促進協議会を1回
開催した。

チーム体制による支援

33 申立てのできない人への支援 60
成年後見制度、高齢者福
祉の相談窓口

高齢福祉課
　成年後見申立て支援を実施。
令和6年度市長申立て件数　1件

成年後見制度利用支援
日常生活自立支援事業

34 後見人等の受任調整 60
成年後見制度、地域連携
ネットワーク

高齢福祉課 未着手
被後見人に対する支援の整理
後見人等の受任調整

No 事業
計画書
ページ 位置付ける事業案 担当課 令和６年度取り組み内容 令和２年度の主な取り組み状況

35 地域連携ネットワークの構築 62
成年後見制度、地域連携
ネットワーク

高齢福祉課
　地域連携ネットワーク構築の手始め
として、成年後見制度利用促進協議会
の設置・運営を行った。

36 中核機関の設置 62
成年後見制度、地域連携
ネットワーク

高齢福祉課
　市を中心に広報・相談・利用促進・
後見人支援等を実施。

37 後見人等支援機能の構築 62
成年後見制度、地域連携
ネットワーク

高齢福祉課

　成年後見制度が円滑に機能していな
いケースに対し、圏域の地域包括支援
センターとともに、後見人及び被後見
人支援を行った。

38 市民後見人の養成 62 成年後見制度 高齢福祉課 未着手

39 成年後見制度利用支援事業 62
成年後見制度利用支援
事業

高齢福祉課

　市長申立て支援対象者1名の診断書
費用等の全額助成を行った。市長申立
てによって選任された後見人1名に対
して、後見人報酬の支払いを行った。

申立て費用及び後見人報酬等の支払いは権
利擁護推進事業にて対応。

基本目標５　安心して暮らせる環境づくり

No 事業
計画書
ページ 位置付ける事業案 担当課 令和６年度取り組み内容 令和２年度の主な取り組み状況

社会福祉主事 社会福祉課

　福祉事務所内の職員を対象に社会福
祉主事の資格取得を推進している。令
和６年度3名が受講し資格を取得し
た。
（資格取得者数の推移）
R3:3名　R4:2名　R5：2名　R6：3名

　社会福祉業務に従事している職員が、社会
福祉主事資格認定通信課程（公務員課程）を
受講し、社会福祉主事の資格を取得すること
で、多様化する福祉ニーズに対応できる職員
の育成を図った。
・令和２年度受講者＝３名

　毎年、福祉事務所内の職員を
対象に社会福祉主事の資格取得
を進めている。福祉事務所には
社会福祉主事の必置義務があ
り、人事異動等に対応するた
め、今後も継続して行う必要が
ある。

A

　職員の社会福祉主事の資格取
得の推進と、多様化する福祉
ニーズに対応できる職員の育成
に努める。

維持

相談支援部会 障がい福祉課
　相談支援に携わる職員の専門的知識
及び技術向上のため、各種専門研修に
参加した。

事例検討会による知識等の向上及び相談員
との連携体制

相談支援部会への参加 職員の専門的知識・技術の向上 A
相談支援に携わる職員の専門的
知識及び技術向上のため、各種
専門研修への参加を図る。

維持

地域包括支援センター、
認知症、成年後見制度、
生活支援コーディネー
ター等

高齢福祉課

　研修会や勉強会の開催及び参加によ
り、地域包括支援センターの専門職や
市内の介護支援専門員の資質向上に努
めた。

地域包括支援センター職員研修（新任者）を
受講し、高齢者に対する支援技術の向上を
図った。（1名受講）
認知症担当者研修を受講し、相談援助技術の
向上を図った。（1名受講）
認サポステップアップ講座指導者等研修及び
チームオレンジ・コーディネーター研修研修
を受講し、認知症地域支援・ケア向上事業の
推進を図った。（2名受講）
成年後見制度研修及び成年後見制度利用促進
体制整備研修を受講し、制度申し立てに必要
な方に対する相談技術の向上を図った。（1名
受講）

高齢者の相談にとどまらない多
様化、複雑化した相談にも適切
な対応ができるよう、地域包括
支援センター職員の専門性向上
が重要である。
成年後見制度利用促進の仕組み
づくりに向けて、成年後見制度
を利用する人や利用を検討して
いる人を支える専門職等の育成
が課題である。

B

専門職を対象とした研修等の参
加を促進し、新しい制度に対応
した福祉サービスの確保や、現
行の福祉サービスの質の向上を
図っていく。

充実

介護認定審査 介護保険課

　要介護認定審査会において公正公平
な介護認定を行い、研修を通して介護
保険制度の安定的な運営を図ってい
る。
・令和6年5月第1回認定調査員新規研
修
・令和6年8月第2回認定調査員新規研
修
・令和6年10月認定調査員現任研修
令和6年12月介護認定審査会事務局研
修
・令和7年2月介護認定審査会委員新規
研修

令和2年6月　認定調査員新規研修
令和2年9月　介護認定審査会事務局研修
令和2年10月　認定調査員現任研修
令和3年3月　介護認定審査会委員新規研修
令和2年度4回開催　介護支援専門員研修

特になし B
今後も継続し、公平公正な介護
認定と給付適正化を図る

維持

利用者支援 こども課 実績なし
「利用者支援スキルアップ講座」を受講予定
であったが、コロナウイルスの影響で受講で
きなかった。

全国的な研修はあるが、近隣市
町村で実際に利用者支援に携
わっている人の交流の場がな
い。

C

利用者支援に係る課題も変化し
ているので、毎年同じ研修では
なく、継続的に参加できる研修
に参加して専門性の向上を図っ
ていく。

充実

２　権利擁護の必要な人の発見・支援 備考
（事業想定内容など）

（参考）令和２年度取り組み状況についての回答

次期計画に向けた課題 今後の方向性

１　適切なサービス提供 備考
（事業想定内容など）

（参考）令和２年度取り組み状況についての回答

次期計画に向けた課題 今後の方向性

３　地域連携ネットワークの構築 備考
（事業想定内容など）

（参考）令和２年度取り組み状況についての回答

次期計画に向けた課題 今後の方向性

40 専門職向け研修会等の充実  64



高齢福祉サービス 高齢福祉課

　「第9期高齢者福祉計画」に基づく
高齢者福祉サービスの提供を継続し
た。単身高齢者世帯を中心に、日常的
な安否確認や見守り支援を提供し、高
齢者が安心して暮らせる環境の構築を
図った。

地域で高齢者を支援する関係者間のネット
ワークづくりを目的とし、中学校区ごとに設
置した第2層協議体では、新型コロナウイルス
感染症の影響により、活動回数が減少（R2
49回開催/84回予定）したが、コロナ終息後を
見据え、地域住民を中心とした通いの場等の
コミュニティを充実する取り組みについて協
議を進めた。また、市内全域を統括する第1層
協議体では、書面会議により、地域の課題を
把握し解決に向けた協議を行った。

住み慣れた地域での在宅生活を
支えるために、地域での支え合
いによる日常の生活支援・介護
予防サービス等が提供できる体
制づくりが求められている。生
活支援コーディネーターを中心
に、高齢者の活動を促すための
地域コミュニティ作りや、地域
住民や地域の関係者及び関係機
関等とのネットワーク構築、
マッチングを進めていく必要が
ある。

B

生活支援コーディネーターを中
心に、地域住民を主体に、地域
の関係者、関係機関等とのネッ
トワーク構築やマッチングを行
い、高齢者の身近な地域で活動
ができる通いの場等の設置を進
めていく。

充実

介護保険 介護保険課 該当事業なし
新型コロナウイルス感染症の位置づけが、
「5類感染症」になったことに伴い新型コロ
ナウイルス感染症の情報提供終了。

新型コロナウイルス感染症関連の情報提供を
行った。

特になし B
新型コロナウイルス感染症対策
を徹底し、高齢者の支援を行う

維持

高齢者等ごみ出し支援事
業

環境課

　家庭系ごみをごみ集積所に排出する
ことが困難な高齢者等で構成される世
帯に対し、戸別に家庭系ごみの収集を
行うことにより、日常生活の負担の軽
減及び生活環境の保全を図り、安心し
て在宅生活が送れるよう支援した。

令和3年9月から新規事業

42 障がい者への支援 64 障害福祉サービス 障がい福祉課
　障害者等が必要としているサービス
等の提供を行った。
また、困難事例の解決に努めた。

学校の休校による放課後等デイサービスの利
用。

職員の専門的知識・技術の向上 A
障害者福祉計画に基づいて、障
害福祉サービス等の提供を行
う。

維持

子育て支援サービス
認定こども園せき
じょう
こども課

　産休明けから就学前の子どもをお預
かりし、一人一人の家庭環境や発達・
特性を理解した上で教育・保育の充実
を図り乳幼児の健全育成や子育て家庭
の支援を行っている。
また一時預かり事業や子育て支援セン
ターを開設し地域の子育て支援にも取
り組んでいる。

新型コロナウイルス感染症関連の情報提供を
行った。登園前、登園後の園児の検温等、健
康状態を確認するとともに、小まめな施設内
の消毒、換気、園児及び職員の手洗い、手指
消毒等を行い、感染防止に努めた。

児童福祉と母子保健を統合し、
妊娠期から出産そして子育て期
まで切れ目のない支援を図り、
子育て家庭の子ども達の健やか
な成長のために、子育て支援事
業の拡充を図っていくことが課
題。

B

『第２期　筑西市子ども・子育
て支援事業計画』に基づき、幼
児期の教育・保育環境の充実、
地域の子ども・子育て支援体制
の整備を総合的に推進してい
く。

充実

子育て・育児相談、女性
相談、子育て世代包括支
援センター、

母子保健課
　こども家庭センターを開設したこと
で、子育て家庭への相談・支援体制を
充実させた。

子ども家庭総合支援拠点（児童福祉）と子
育て世代包括支援センター（母子保健）の
機能を維持し、すべての妊産婦、子育て世
帯、子どもを対象に継続的・包括的支援を
行う、相談機関「こども家庭センター（母
子保健課内）」を令和６年度開設

消毒、検温等の感染防止対策、予約人数の制
限、相談者同士のスペースを確保することで
感染の不安なく相談できる体制をとることが
できた。

母子保健コーディネーターを配
置したことで専門的な立場から
の相談支援を行うことができ
た。令和３年度より母子保健
コーディネーターを１名増員し
２名体制となり、妊婦の背景や
ニーズに合った支援をより一層
丁寧に行い、支援方法や支援プ
ランの検討・充実を図る。

A

引き続き、妊産婦の多種多様な
ニーズに合った情報提供や支援
を行うことができるよう努めて
いきたい。

充実

No 事業
計画書
ページ 位置付ける事業案 担当課 令和６年度取り組み内容 令和２年度の主な取り組み状況

44 デマンド交通システムの運行 66 デマンドタクシー
まちづくり課
企画課

　令和６年度より、新たにＡＩシステ
ムを導入し、効率的な配車やルート設
定が可能となった。また、「のり愛く
ん」の利用に際し新たなルールを定め
利便性の向上を図った。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の
ため、ドライバーの検温及び車内の消毒、マ
スクを着用していない乗客に対しマスクの配
布を実施した。

市路線バスと連携し、利用者の
棲み分けを図った結果、市路線
バスとともに利用者が増加し
た。利用の増加に伴い予約が取
りにくいなどの要望も増えてき
ているため、オペレーターや車
両の台数についても検討をして
まいりたい。

A

地域の移動需要を支える重要な
公共交通手段であることから、
利用者の増加及び利便性の向上
に継続して努めてまいりたい。

充実

45 放置自転車等対策の推進 66 自転車放置防止 市民安全課

　パトロールを定期的に行い、警告札
による周知、放置自転車の撤去を行っ
た。
違法駐車箇所に駐車禁止のパイロンを
設置し、自転車が放置されないよう対
策を実施した。

定期的にパトロールを行い、段差等の把握を
行った。

パトロールを定期的に行い、放
置自転車の撤去を行ってきた。
今後は撤去を行うだけでなく、
自転車を放置されないような対
策をとっていきたい。

B

引き続き、定期的なパトロール
及び稼働調査等を行い、放置自
転車の発見・撤去を行っていく
とともに、再発防止のための措
置を行っていく。

維持

庁舎等管理 管財課 ―
本庁舎については既にバリアフリー化され
ており、その他の公共施設においては今後
検討。

令和元年度と同じ

既存の公共施設等においても利
用者のニーズに合わせて、バリ
アフリー化を検討する必要があ
る。

B

大規模改修や建替え時に限ら
ず、公共施設等の利用状況や
ニーズに応じたバリアフリー化
を検討する。

維持

住宅改修（リフォーム併
用）助成

障がい福祉課 　リフォームの助成（６件） 令和元年度と同じ

重度障害（児）者の居住する住
宅の構造や設備をバリアフリー
化し住みよい環境となる様助成
を行う。

A
障害者の居住する住宅の利便性
向上のために助成を行う。

維持

高齢福祉施策 高齢福祉課 ―
協和ふれあい健康プラザの業務移管、明野
デイサービスセンターやすらぎの閉鎖によ
り、該当施設がなくなった。

玄関のスロープや身障者用トイレの設置等、
バリアフリーに配慮している。

高齢者が安心して公共施設等を
利用できるよう、定期的な点検
を実施し、環境整備を図る必要
がある。

B

　高齢者の安全な外出が支援で
きるよう、バリアフリーに配慮
した公共施設等の環境整備を推
進する。

維持

43 子ども・子育て家庭への支援 64

２　安全・安心な環境づくり 備考
（事業想定内容など）

41 高齢者への支援 64

（参考）令和２年度取り組み状況についての回答

次期計画に向けた課題 今後の方向性

46 公共施設、道路等の整備や改修の推進 66



公共施設、道路等の整備
及び改修、修繕

道路建設課
土木課 　通学路点検の実施 通学路整備事業

　定期的なパトロールを行い、放置自転車等
を発見した際には張り紙等で通告した後に撤
去を行った。

歩道整備における地権者の同意
及び用地の確保

B

道路整備における歩道整備を行
う場合、フラット形式の歩道と
して整備することを基本とし、
歩道幅を含め、ユニバーサル形
式化に配慮した整備方針として
いる。

維持

公共施設、道路等の整備
及び改修、修繕

都市整備課

　和式トイレから洋式トイレへの改修
工事を2台行った。引き続き、和式ト
イレの洋式化や段差の解消等を進めて
いく。

公園内園路の段差を改修した。

障がい者用スペースの整備や、
車いすの通行を妨げになるもの
の対策等を行ってきた。
バリアフリー化が未実施の施設
について、計画を立て、順次進
めていきたい。

A
和式トイレの洋式化や段差の解
消等を進めていく。

充実

防犯パトロール、防犯連
絡協議会、自警団の青色
防犯パトロール

市民安全課

　防犯連絡員及び自警団によるパト
ロールを定期的に行った。また、県及
び団体と連携し、防犯キャンペーンを
実施した。

・令和２年度　防犯キャンペーンはコロナウ
イルスの影響により未実施
・令和２年度　防犯パトロール実施回数　486
回

新型コロナウィルス感染症は今
後も収束が見込めないため、引
き続き感染予防策を講じなが
ら、各種防犯活動を実施してい
く。

B
引き続き、防犯連絡協議会をは
じめとする各団体等との連携を
密にし、事業を継続していく。

維持

保護司会、更生保護女性
会

社会福祉課

　広報車による市内巡回活動、市民へ
の啓発グッズの配布、市内各所へのぼ
り旗の設置等により防犯意識の醸成に
努めた。

令和元年度と同じ

　保護司会、更生保護女性会の
活動を支援し、社会を明るくす
る運動の推進を行っている。
　より多くの市民に社会を明る
くする運動を浸透させるための
広報周知活動について検討する
ことも必要である。

B

　社会を明るくする運動を通
じ、犯罪や非行を防止し、立ち
直りを支える地域の力を育て、
安全で安心な地域づくりを推進
していく。

維持

こどもを守る110番の家 生涯学習課

　登下校時における子どもたちの事故
を未然に防ぐため、民間ボランティア
として協力してくれる市内の商店、民
家、事務所等を「こどもを守る110番
の家」として登録し子どもたちの緊急
避難場所として、子どもたちの安全確
保を図った。
利用件数: 91件
登録件数：2,476件

登下校時における子どもたちの事故を未然に
防ぐため、民間ボランティアとして協力して
くれる市内の商店、民家、事務所等を「こど
もを守る110番の家」として登録し子どもたち
の緊急避難場所として、子どもたちの安全確
保を図った。
利用件数：   132件
登録件数：2,671件

設置がそぐわない場所の看板の
撤去や破損看板の交換を引き続
き継続していくことが必要。

C
学校だけでなく、PTA、自治会
等の協力を得て看板の設置や交
換、点検整備に努める。

維持

48 自主防災組織の充実 自主防災組織 消防防災課

　123組織（令和6年度末現在）
令和６年度は、３組織が新たに認定さ
れ、10組織に運営事業補助金を交付し
た。

　自主防災組織活動の育成を図るため、結
成事業について２０万円、運営事業につい
ては加入世帯数に応じて上限３万円の補助
金を交付している。補助金は、防災資機材
の購入や防災訓練や防災マップの作成等の
経費として交付する。
　
　広報等を活用し啓発を行っているが、さ
らなる啓発に取り組む必要がある。

 自主防災組織活動の育成を図るため、３つの
自主防災組織に補助金を交付した。（上限２
０万円）
※R２年度現在：補助金交付済７５組織
  防災活動を実施している自治会を自主防災
組織として認定した。（５自治会）※R２年度
現在：１１５組織
  自治会連合会や民生委員協議会等に対し、
まちづくり出前講座（２回実施）で自主防災
組織の重要性を周知した。

　自主防災組織の啓発には自治
会の会合等に出向き役割等を周
知してきた。
　しかし、自治会員の高齢化、
地域コミュニティーの希薄化が
顕著に見られ、またコロナ禍の
ため自治会での会合等もなく自
主防災組織結成の啓発活動等が
困難である。
　他部署とも連携し啓発の場を
増やしていく必要がある。

C

　自主防災組織に対し防災意識
向上のための研修会等の実施や
市が主催する小学校防災訓練へ
の参加を促す等を行い、地域の
交流を増やし、地域コミュニ
ティーの厚い自主防災組織の結
成のを目指していきたい。

維持

49 避難行動要支援者避難支援制度の運用と充実 避難行動要支援者支援 社会福祉課

　避難行動要支援者避難支援計画に基
づき、庁内関係部局と連携し、対象者
の把握に努めた。
　また、福祉避難所の指定（４カ所）
や市内の老人施設等（１４カ所）と災
害時における福祉的協力の協定を結ん
でいることから、要支援者が安心して
避難生活を送れるような体制の整備に
努めた。
　下館西中学区の避難訓練を実施し民
生委員と連携を図り、要支援者への避
難補助の流れを確認した。

　災害時要援護者支援計画を見直し、避難行
動要支援者避難支援計画を策定した。
　計画の策定に伴い、避難行動要支援者（要
援護者）の要件を明確にし、庁内関係部局と
連携し、対象者の把握に努めた。
　また、福祉避難所の指定（４カ所）や市内
の老人施設等（１４カ所）と災害時における
福祉的協力の協定を結んでいることから、要
配慮者が安心して避難生活を送れるような体
制の整備に努めた。
　福祉避難所での新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、パーティションや段ボール
ベッドなどの資材や除菌用品等の備蓄を進め
た。

　民生委員児童委員の協力を得
て、災害時要援護者の把握、台
帳の整備を進めてきた。避難行
動要支援者一人ひとりの避難支
援方法等を定めた個別計画の作
成を進め、円滑な避難支援を行
える体制づくりを推進していく
必要がある。
　これまで福祉避難所は二次的
な避難所とされてきたが、要配
慮者の円滑な避難を考え、福祉
避難所の位置づけやあり方につ
いて検討する必要がある。

B

　名簿掲載者の情報提供の同意
が進むよう避難行動要支援者避
難支援計画の周知に努めるとと
もに、避難支援等関係者の協
力・理解が得られるよう情報提
供に努める。
　福祉避難所の整備に努める。

維持

災害ボランティアセン
ター

社会福祉課 ―
社会福祉協議会内に設置
※社会福祉協議会と連携

令和元年度と同じ

　平常時から社会福祉協議会と
連携を密にし、R1の台風災害の
際に、災害ボランティアセン
ターを設置した。
　円滑に災害ボランティアセン
ター設置するため、それぞれの
役割を明確にし、具体的な連携
方法等について平常時から打合
せておくことも必要である。

A
　災害時に円滑にボランティア
の受け入れが行えるような体制
づくりに努める。

維持

50 災害ボランティアセンター機能の充実 67

46 公共施設、道路等の整備や改修の推進 66

47 地域における防犯意識の醸成



災害ボランティアセン
ター

社会福祉協議会

　災害ボランティアセンター業務のデ
ジタル化（ICT活用）を図るため「い
ばらき型災害ボランティアセンター運
営支援システム（通称：IVOS）」を導
入し、職員研修を実施した（令和7年2
月13日）。
　災害ボランティアセンターの運営方
法の変化に応じるため「災害ボラン
ティアセンター設置マニュアル」の見
直しを行った。

令和6年能登半島地震による被災地社協災害
ボランティアセンターへ職員を派遣し（輪
島市／令和6月6月11日～17日）、運営支援
及び職員のスキルアップに取り組んだ。

コロナウイルスの影響で、職員を対象とした
災害ボランティアセンター運営研修会を中
止。

コロナウイルスの感染防止策を
行い、研修会の実施に努める。
また、災害ボランティアセン
ターマニュアルの見直しを行
い、現状に沿ったマニュアル作
成に努める。

B

県社協と協定を結んでいる被災
地社協災害ボランティアセン
ターへの職員派遣を実施し、職
員のスキルアップに努める。

維持

重層的支援体制整備事業の実施

No 事業
計画書
ページ 位置付ける事業案 担当課 令和６年度取り組み内容 令和２年度の主な取り組み状況

福祉相談室 社会福祉課
　4人体制のローテーションにより、
常に相談できる体制を整えることがで
き相談体制の強化につながった。

再掲
基本目標３－１
No.22と同じ

令和元年度に同じ 特になし A
　相談体制の連携強化に努め
る。

維持

障害者相談支援事業 障がい福祉課
　関係各課及び関係機関との連携構築
による包括的な相談支援体制の推進を
図っている。

高齢者相談支援事業 高齢福祉課 基本目標3-1　No.19と同じ

子育て支援コンシェル
ジュ

こども課 №18と同じ
再掲
基本目標３－１
No.22と同じ

ボランティア、高齢者、
障害者、生活困窮者相
談、心配ごと相談等

社会福祉協議会

・ボランティアセンタでは、ボラン
ティアの相談や、情報収集・発信の場
として活用した。
相談件数　R6:577件（R5:481件）
・子育て支援センターでの子育て相談
件数は、269件（R5:249件）
・総合相談として、心配ごと相談、法
律相談事業を行った。
・心配ごと相談　R6:10件（R5:10件）
・法律相談　R6:117件（R5:118件）
・地域包括支援センター（関城・明
野・協和）での高齢者相談件は3,534
件（R5:3,670件）
・地域活動支援センターでの障害者相
談件数は、28件
（R5：13件、R4:24件、R3:5件）
・生活困窮者に対する自立相談支援の
件数は、245件
（R5:169件、R4:242件、R3:884件）

子育て支援センター・地域包括支援セン
ター・生活困窮者自立支援事業・地域活動
支援センターは、市からの受託。

再掲
基本目標３－１
No.22と同じ

ボランティア相談は、ボランティアセンター
で柔軟に対応し、センターを「福祉・ボラン
ティアに関する情報収集・発信の場」として
活用した。
（ボランティア相談件数の推移）R２：282
件、R１：497件
高齢者相談は、地域包括支援センター（関
城・明野・協和窓口）で対応した。
（包括相談の推移）R２：2，804件、R１：1，
383件
障害者相談は、地域活動支援センター、指定
特定相談支援事業で対応した。
生活困窮相談は、生活困窮者自立支援事業で
対応した。なお、生活福祉資金特例貸付対応
により、件数が激増した。
（生活困窮相談の推移）R２：1,033件、R1：
106件
子育て相談は、子育て支援センターで対応し
た。
（子育て相談）R２：402件、R１:506件
総合相談として、心配ごと相談、法律相談事
業を行った。
（心配ごと相談）R２：10件、R１：9件
（法律相談）R２：116件、R１：107件

市と連携して対象者ごとにきめ
細やかな体制に努める。

A
市ボランティア連絡会やホーム
ページを通じて情報提供を行
う。

充実

No 事業
計画書
ページ 位置付ける事業案 担当課 令和６年度取り組み内容 令和２年度の主な取り組み状況

市民団体連絡協議会 市民協働課

協働のまちづくり学習会として、「地
域おこし協力隊と市民団体の協働」を
テーマに、地元食材を使った料理を体
験しながら学ぶワークショップを開催
し、団体間の情報交換や連携促進を
図った。

再掲
基本目標３－３
No.３６と同じ

まちづくり学習会として令和2年度は市民団体
の活動パネル作成会を行った。団体の活動内
容を周知するパネルを作成してもらうととも
に、団体間の情報交換や連携促進を図った。
※登録団体107団体に通知し、計8回開催、参
加者172人

今後においても、データベース
登録団体で組織する筑西市民団
体連絡協議会の活動を支援する
ことにより、団体相互の交流や
連携を促進していく。

A

データベース登録団体で組織す
る筑西市民団体連絡協議会の活
動を支援することにより、団体
相互の交流や連携を促進してい
く。

維持

精神保健連絡会 健康増進課
精神保健連絡会に係る関係機関が勉強
会を行った。
関係機関29機関、参加者延124人

再掲
基本目標３－３
No.２９と同じ

福祉事務所長会 社会福祉課 関係者の連携・協働図った。
再掲
基本目標３－３
No.３６と同じ

令和元年度と同じ

　コロナ禍における集合形式の
会議開催が困難であることか
ら、連携のための新たな手法を
検討する必要がある。

B
　関係者の連携・協働を図って
いく。

維持

障害者自立支援 障がい福祉課 関係機関が開催する連絡会等への参加
障害者の自立支援、社会参加につなげる事
業

ボランティア連絡会 社会福祉協議会
再掲
基本目標３－３
No.３６と同じ

令和元年度と同じ
引き続き支部社協と連携して
ネットワークの構築に努める。

B
支部社協やホームページを通じ
て情報提供を行う。

維持

No 事業
計画書
ページ 位置付ける事業案 担当課 令和６年度取り組み内容 令和２年度の主な取り組み状況

総合的相談支援体制の構築 68

50 災害ボランティアセンター機能の充実 67

１　相談支援に関する取り組み【＝基本目標３－１の事業の位置づけ】 備考
（事業想定内容など）

（参考）令和２年度取り組み状況についての回答

次期計画に向けた課題 今後の方向性

52 関係団体・機関のネットワークの強化 68

３　地域づくりに関する取り組み【＝基本目標１－２の事業の位置づけ】 備考
（事業想定内容など）

２　参加支援に関する取り組み【＝基本目標３－３の事業の位置づけ】 備考
（事業想定内容など）

（参考）令和２年度取り組み状況についての回答

次期計画に向けた課題 今後の方向性

（参考）令和２年度取り組み状況についての回答

次期計画に向けた課題 今後の方向性

51



子ども食堂 社会福祉課

　子どもが安心できる地域の居場所づ
くり及び子育てを支援するため、こど
も食堂に係る事業を実施する団体に対
し、費用の一部について補助金を交付
した。(3団体)

再掲
基本目標１－２
No.５と同じ

地域活動支援センター事
業

障がい福祉課 社会活動の機会を提供 支援の場の確保

地域介護予防活動支援事
業、生活支援体制整備事
業

高齢福祉課 基本目標1-2　No.5と同じ 基本目標1-2　No.5と同じ

地域子育て支援拠点事業 母子保健課

ホームページや赤ちゃん訪問等で事業
のPRを行い、子育て相談や情報提供、
親子同士の交流を実施し、孤立しない
子育てを支援している。

再掲
基本目標１－２
No.５と同じ

53 地域づくりに向けた支援 68


